
令和８年度学校いじめ防止基本方針 
鹿児島県立楠隼中学校 

 
教育関係法規       学校教育目標 時代や社会から

・日本国憲法        ・国際化、情報化などの社会

・教育基本法       の変化への対応 
・学校教育法 ・いじめや不登校などの問題

・学習指導要領    行動の解消 
・鹿児島県青少年保護条例   ・将来を考え学び続ける姿勢

の育成 
学校経営の努力目標 いじめ対策委員会 ・郷土教育 

・学校と寮での教育活動を通じ、 ＜内容＞ ・国際理解教育

多様な学習活動を重ね、自分の ・年間計画の作成、実行、検証、修正 
役割を見出し、自らが主体とな ・いじめの相談・通報窓口、いじめの防止等のための取組 学校や寮生活などの実態

って行動する生き方の基礎を形 ＜構成＞　校長、教頭、生徒指導主任、学年主任、担任、 ・地域、世界のリーダーとし

成する。 養護教諭、スクールカウンセラー、舎監長 ての人間の形成 
・個として、集団として学を好む 本校のいじめに対する基本的な考え方 ・異年齢集団の中で社会性を

気風を作り、リーダーとなれる １　いじめについては、「いつでも、どの生徒でも起こり 学び、たくましく生きる生

好学の資質を形成する。 得る。」「ネット上のいじめも起こり得る。」「まだ気づい 徒の育成 
・他者の立場や痛みを理解できる ていないいじめがある。」「１件でも多く発見し、それら ・自主・自立の精神の育成

見識をもち、社会で必要なリー を解決する。」という認識の下、普段の学校生活、寮生

ダーに必要な精神の基礎を形成 活などで全職員が注視する。 
する。 ２　生徒の小さなサインを見逃さず、学校職員、寮職員が

連携し、積極的に情報交換を行い、保護者や関係機関か

らの幅広い情報収集に努め、いじめを発見した場合には、

いじめ対策委員会を中心に組織的に対処し、保護者や関

係機関等と連携し、いじめの解消に当たる。

いじめの問題への対応体制の確立（学校の取組）

未然防止のための取組 早期発見 早期対応

１　教職員の取組 １　教職員の取組 １　教職員の取組 
 (1)　いじめを生まない環境づくりと生徒  (1)　記名・無記名アンケートや教育相談  (1)　被害生徒の保護・支援を最優先し、

がいじめをしない態度や能力を身につ の実施、楠隼ダイアリーの活用、生徒 傷ついた心のケアを行う。 
けるような働きかけを行う。（「いじめ や保護者による情報提供など、生徒の  (2)　被害生徒のニーズを確認し、安全

問題を考える週間」の活用） 状況を把握する機会を定期的に設ける。 な場所の確保や全体への指導などを

 (2)　いじめ問題を自分のこととして捉  (2)　教育相談体制の確立を図る。 行う。 
え、考え、議論するなど実践的な取組  (3)　職員間の情報交換を絶やさず、連  (3)「いじめ対策委員会」を開き、被害

を充実させる。 携を密にする。 生徒及び加害生徒に対する適切なケ

  （特別活動、体験活動など）  (4)　いじめの防止等のための取組等に アや指導等を行う。 
 (3)　職員研修等で教職員の人権感覚・人 ついて、生徒及び保護者、寮スタッ  (4)　いじめが解消したと思われる事例

権意識を高める。 フに周知し、いじめの早期発見につ についても継続的に支援し、生徒の

 (4)　「いじめ対策必携」等の活用を図る。 いて保護者等と連携して取り組む。 心のケアに当たる。 
 (5)　学校いじめ防止基本方針及びいじめ ２　寮スタッフの取組  (5)　スクールカウンセラー・関係機関

対策委員会、学校のいじめの防止等の  (1)　寮内を巡視し、異状がないか常に 等との連携を図り、生徒の指導・支

ための取組について生徒及び保護者、 気を配る。 援や保護者対応等において積極的な

寮スタッフ等に周知し、いじめの未然  (2)　生徒の声にカウンセリングマイン 活用を図る。 
防止のための啓発に取り組む。 ドをもって傾聴する。 ２　寮スタッフの取組 

２　寮スタッフの取組  (3)　学校いじめ防止基本方針に基づき、  (1)　いじめを発見したら、直ちに被害

 (1)　職員研修等で職員の人権感覚・人権 学校等と連携して、いじめの早期発 生徒を守り、加害生徒に適切に対処

意識を高める。 見に努める。　 するとともに、いじめ対策委員会に

 (2)　学校いじめ防止基本方針に基づき、 報告し、学校及び保護者等と連携し

寮内におけるいじめの未然防止を図 て対処する。 
る。  (2)　学校及び保護者等と連携し、いじ

めの解消に向けた取組を行う。また、

いじめが解消したと思われる事例に

ついても継続的に支援し、生徒の心

のケアに当たるとともに再発防止に

努める。

外部関係機関との連携

○　県教委：事案に係る指導主事等の招請及び助言、スクールカウンセラーの派遣依頼、研修等への講師依頼等 
○　関係機関等：肝付警察署、大隅児童相談所、県教育委員会、県総合教育センター教育相談課等

 
 

大志：自己の確立

叡智：好学の気風

至誠：利他の精神



活　動　計　画 教育相談等

４月 職員研修、寮スタッフ研修、教育相談カードの実施・実態把握・共通理解、いじめ問題を考える 教育相談の実施

週間、統一学活 （いじめ問題）

５月 「学校楽しぃーと」の実施・実態把握・共通理解

６月

７月 （インターネットの利用等に関する調査（生徒向け　予定））、SOS の出し方に関する教育 三者面談

８月 １学期の反省及び２学期以降の取組検討

９月 いじめ問題を考える週間 教育相談の実施

10月

11月 「学校楽しぃーと」の実施・実態把握・共通理解、「いじめに関するアンケート」の実施・実態把

握・共通理解

12月 ２学期の反省及び３学期以降の取組検討

１月 （教育相談等）

２月 「いじめに関するアンケート」の実施・実態把握・共通理解、次年度の計画検討

３月 次年度の計画検討

　※　年間を通しての活動 
　　・　人権教育や体験活動等 
　　・　スクールカウンセラーの派遣（週に　　１回程度） 
　　・　「学校生活アンケート」の実施 
　　・　学校いじめ防止基本方針等の保護者への周知（学校ＨＰに掲載） 
 
＜いじめを発見した場合の緊急対応＞  参考：｢いじめの防止等のための組織と計画｣　生徒指導提要（文部科学省）令和4年12月 
                                  いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（文部科学省）令和6年8月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　(1) いじめを把握したら、被害者保護を最優先する。二次的な問題（不登校、自傷行為、仕返し行動など）の発生を未然に防ぐため、

生徒の心情を理解し、傷ついた心のケアを行う。 
  (2) いじめの実態を把握するため、被害者・加害者・傍観者（見て何もしない）・観衆（見て囃し立てる）に、担任、学年職員、養護

教諭、寮監、舎監、ケアサポーターなどが事実確認を行う。 
  (3) 事実確認後、「いじめ対策委員会」を開き、対応方針等を検討する。その後、全職員で情報共有を行う。 
  (4) 対応方針決定後は、被害、加害両方の保護者へ連絡（又は訪問）し、事実関係や学校の対応方針等を説明する。また、必要に応

じて（特に被害生徒及び保護者の意向を踏まえて）、クラス・学年全体の保護者へ連絡し、事実関係や学校の対応方針等を説明す

るとともに、このようなことは許されることではなく、協力していじめをなくしていくことを共有する。 
  (5) いじめられた生徒に対する心のケアをどのように行うのか、「いじめ対策委員会」で検討し、必要に応じて関係機関と連携する。

（スクールカウンセラーの緊急派遣、スクールサポーターや警察との連携等） 
  (6) いじめは人間として絶対に許されない行為であることを加害生徒だけではなく、観衆・傍観している生徒にも再度指導し、いじめは

してはいけないことを理解させ、学校全体で再発防止に取り組む。併せて、保護者に協力を依頼し、自己の行為の意味を認識させた上で、

成長支援につながる丁寧な指導を行う。 
  (7) いじめの実態調査の結果、重大事態（生徒・保護者から申立てがあったときを含む）の発生を認知した場合、直ちに県教育委員

会に報告する。その後の調査の主体は県教育委員会が判断する。いじめの重大事態とは、次の２つを指す。 
①　いじめにより生命、心身及び財産に重大な被害が生じた疑いがある場合 
②　いじめにより相当の期間（年間30日が目安）学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合 

  (8) いじめは単に謝罪をもって安易に解消と判断しない。 
　　①　いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも３か月の期間継続していること） 
　　　　被害生徒及び加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて相

当の期間を設定して状況を注視する。 
　　②　被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 
　　　　被害生徒本人及び保護者に対し、面談等により継続的に確認する。 

学校はいじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する。また、いじめが再発

する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に注意深く見守り続けていく。 

対象生徒(被害生徒)

担 任 等

訴え 事実確認

報告

管 理 職 関係教職員
報告

指示

S C

連携

関係生徒(加害生徒)
事実確認

いじめ対策委員会
・いじめの認知
・いじめの重大事態（疑い）にあたるかの判断
・対応の検討
・役割分担（誰が，いつ，どこで，何を）

報告

全 職 員
共通理解・共通実践

組織的に対応

⇒ 被害生徒の保護者及び加害生徒の保護者 に対応及び生徒の様子を随時連絡する被害生徒の保護者 加害生徒の保護者

・丁寧にじっくりと話を聞く
・対応の要望を聞く

生徒指導部
生徒指導措置

指示

県教育委員会
連携


